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「①株主資本等変動計算書」、「②計算書類の個別注記表」及び「③連結株主

資本等変動計算書」、「④連結計算書類の連結注記表」につきましては、法令

及び定款第 16 条の規定に基づき、当行ウェブサイト（アドレス
http://www.meigin.com/）に掲載することにより、株主の皆さまに提供して

おります。 



　

 第98期 株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

資本金

買換資産圧
縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

25,090 18,645 － 18,645 8,029 193 57,720 51,058 117,001 △ 3,587 157,151

 

剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 　 △ 1,379 △ 1,379 　 △ 1,379

当期純利益 　 　 　 　 　 　 　 6,694 6,694 　 6,694

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 △ 10 △ 10

自己株式の処分 　 　 △0 △0 　 　 　 　 　 4 3

買換資産圧縮積立金の取崩      △ 28  28 － 　 －

土地再評価差額金の取崩 　 　 　 　 　 　 　 109 109 　 109

その他利益剰余金からその他資本剰余金への
振替 　 　 0 0 　 　 　 △0 △0 　 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

－ － － － － △ 28 － 5,452 5,423 △ 5 5,418

25,090 18,645 － 18,645 8,029 164 57,720 56,511 122,425 △ 3,592 162,569

65,037 0 4,351 69,388 38 226,577

 

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △ 1,379

当期純利益 　 　 　 　 　 6,694

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △ 10

自己株式の処分 　 　 　 　 　 3

買換資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 　 －

土地再評価差額金の取崩 　 　 　 　 　 109

その他利益剰余金からその他資本剰余金への
振替 　 　 　 　 　 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 12,433 0 49 △ 12,384 38 △ 12,346

△ 12,433 0 49 △ 12,384 38 △ 6,928

52,603 0 4,400 57,004 76 219,649

当期首残高

当期変動額

当期変動額合計

当期末残高

当期末残高

当期首残高

当期変動額合計

当期変動額

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

評価・換算差額
等合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金合計

株主資本

株主資本合計

評価・換算差額等

自己株式

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

新株予約権 純資産合計

資本剰余金 利益剰余金

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金
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個別注記表  

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

    

重要な会計方針 

１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により

行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定

額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は

主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ

るものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しており

ます。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附

属設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年～50 年 

その他  ４年～20 年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、行内における利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しておりま

す。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につい

ては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外

のものは零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付してお

ります。 
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６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成24年７月４

日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定

期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しており

ます。 

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差

異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13

年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（13年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から損益処理 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求

に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計

上しております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、貸出金等に係る信用保証協会の保証についての責任共有制度に

よる将来の負担金支払に備えるため、過去の貸倒実績等を勘案して必要と認められる

額を計上しております。 
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７．ヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産･負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務

等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等

をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外

貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して

おります。 

８．その他計算書類作成のための基本となる重要事項 

 (1) 退職給付に係る会計処理 

     退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法 

は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお 

ります。 

 

会計方針の変更 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下、「企

業結合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 

平成25年９月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、

取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、

当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変

更いたします。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項（４）及び事業分

離等会計基準第57-４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首

時点から将来にわたって適用しております。 

 なお、当事業年度において計算書類に与える影響額はありません。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式又は出資金の総額           2,245百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,523百万円、延滞債権額は47,615百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計

上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり

ます。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は27百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月

以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,087百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額

は61,253百万円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日）に基づ

き金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、

荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき

る権利を有しておりますが、その額面金額は、41,308百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券 50,418百万円 

その他の資産 20百万円 

担保資産に対応する債務  

預金 

債券貸借取引受入担保金 

16,790百万円 

18,488百万円 

借用金 4,604百万円 

なお、有価証券のうち31,984百万円につきましては預金及び手形交換等の取引の共通

担保として差し入れております。 

上記のほか、内国為替決済等の取引の担保として、有価証券66,484百万円を差し入れ

ております。 
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また、その他の資産には、保証金は644百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の

申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額

まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残

高は、717,265百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の

時期に無条件で取消可能なもの）が705,779百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実

行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ

りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事

由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 

平成10年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める土地課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調

整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の

合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 8,878百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 32,014百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,750百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ

る社債に対する保証債務の額は13,316百万円であります。 

13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権額はありま

せん。 

14．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務額はありま

せん。 

15．関係会社に対する金銭債権総額 9,268百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額 7,098百万円  
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 64百万円

役務取引等に係る収益総額 49百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 50百万円

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 23百万円

役務取引等に係る費用総額 389百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 221百万円

２.「その他の経常収益」には、偶発損失引当金戻入益611百万円を含んでおります。 

３.「その他の経常費用」には、睡眠預金払戻損失引当金繰入額69百万円を含んでおり

ます。 

４. 当行は、次の資産について減損損失を計上しております。 

地域  愛知県東海市内、大府市内、津島市内 

主な用途  営業用店舗３か所 

種類及び減損損失  
土地 236 百万円、その他の有形固定資産 14 百万円：

合計 250 百万円 

当行は、管理会計上の最小区分である営業店単位でグルーピングを行っております。

一般会社及び連結される子会社及び子法人等に賃貸している部分は、賃貸ビル単位

でグルーピングを行っております。また、遊休資産については各々１つの単位とし

て取扱っております。 

減損損失を計上した営業用店舗については、営業キャッシュ・フローの低下及び

地価の下落等により投資額の回収が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し当該減少額 250 百万円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

なお、当事業年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額 

であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。 
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５．関連当事者との間の取引 

属性 会社等の名称 

議決権等の所有

（被所有）割合

（％） 

関連当事者との関係 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 役員の兼

任等 

事 業 上 の

関係 

子法

人等 

株式会社名

古屋カード 

33.5 

（注１） 
２人 

各種ロー

ンの債務

保証 

貸出金の被保証 244,740 ― 

保証料の支払 

（注２） 
195 

支払手

数料 

債務保証履行に伴

う代位弁済 
248 ― 

（注１）銀行法第２条第６項を適用し算出しています。 

（注２）株式会社名古屋カードより各種ローンの保証を受けています。 

なお、保証料は、各種ローン債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローン

については当行より支払っており、当行が支払った金額を記載しています。 

(注３）保証条件は、ローンの商品ごとにローン利用者の信用リスク等を勘案しておりま    

す。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

                                  （単位：千株） 

 当事業年度期首

株式数 

当事業年度増加

株式数 

当事業年度減少

株式数 

当事業年度末

株式数 

摘要

 

自己株式      

普通株式 7,961 22 10 7,974 （注）

合 計 7,961 22 10 7,974  

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 22 千株は、単元未満株式の買取りによる

増加であり、減少 10 千株は、株式報酬型ストック・オプションの行使による７

千株及び単元未満株式の売渡しによる２千株の減少であります。 
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（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」について記載して

おります。 

１．売買目的有価証券（平成 28 年３月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成28年３月31日現在） 

 貸借対照表計上

額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法

人等株式 

 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 2,245 

関連法人等株式 － 

合計 2,245 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、上表の「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

４．その他有価証券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

貸借対照表計

上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

株式 109,954 48,408 61,546 

債券 711,794 700,022 11,771 

国債 192,398 188,402 3,995 

地方債 108,831 106,814 2,017 

社債 410,563 404,804 5,758 

その他 99,267 97,352 1,914 

小計 921,016 845,783 75,233 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

株式 2,734 3,015 △280 

債券 16,309 16,332 △22 

国債 － － － 

地方債 1,446 1,447 △0 

社債 14,863 14,884 △21 

その他 26,995 27,777 △782 

小計 46,039 47,124 △1,085 

合計 967,056 892,908 74,148 
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（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額（百万円） 

株式 2,289 

その他 111 

合計 2,400 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３

月31日） 

該当事項はありません。 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31

日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 1,781 404 53 

債券 143,705 726 114 

国債 66,342 307 24 

地方債 15,747 37 0 

社債 61,616 381 89 

その他 14,189 66 97 

合計 159,676 1,197 265 

７．保有目的を変更した有価証券 

  該当事項はありません。 

８．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）

のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照

表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は、２百万円（うち、その他２百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて

30%以上下落したものとしております。 

減損処理にあたり、時価のある銘柄は、事業年度末日における時価の取得原価に対す

る下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理しております。 

下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復可能性を検討し、時価の下落が一

時的で、概ね１年以内に取得原価に近い水準まで時価が回復することを合理的な根拠を

もって予測できる場合を除き、すべて減損処理しております。 
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（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在） 

  該当事項はありません。 

２．満期保有目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成28年３月31日現在） 

  該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりで 

あります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度超過額  3,389 百万円 

 退職給付引当金損金算入限度超過額  1,952  

 固定資産減価償却損金算入限度超過額 642  

 賞与引当金 320  

 睡眠預金払戻損失引当金 112  

 偶発損失引当金 561  

 未払事業税 76  

 株式等償却 2,534  

 その他 2,007  

繰延税金資産小計 11,598  

評価性引当額 △4,303  

繰延税金資産合計 7,295  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金   △21,544  

 退職給付信託設定益 △2,403  

 固定資産圧縮積立額 △72  

繰延税金負債合計 △24,020  

繰延税金資産の純額 △16,725 百万円 

  

２．「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一

部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、

平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることと

なりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率は従来の32.0％から、平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に

開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7％に、平成30年４月１

日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5％となりま

す。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)は852百

万円減少し、その他有価証券評価差額金は1,059百万円増加し、法人税等調整額は207

百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は158百万円減少し、土地再評価

差額金は同額増加しております。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額1,114円13銭 

１株当たりの当期純利益金額33円96銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額27円63銭 
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資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

25,090 18,645 121,757 △ 3,587 161,907

剰余金の配当 △ 1,379 △ 1,379

親会社株主に帰属する当期純
利益 6,971 6,971

自己株式の取得 △ 10 △ 10

自己株式の処分 △0 4 3

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動 164 164

土地再評価差額金の取崩 　 109 109

その他利益剰余金からその他資
本剰余金への振替 0 △0 －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）  

－ 164 5,700 △ 5 5,859

25,090 18,810 127,458 △ 3,592 167,766

その他有価証券評価差
額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
退職給付に係る調
整累計額

その他の包括利益
累計額合計

65,055 0 4,351 5,341 74,748 38 4,288 240,982

剰余金の配当 △ 1,379

親会社株主に帰属する当期純
利益 6,971

自己株式の取得 △ 10

自己株式の処分 3

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動 164

土地再評価差額金の取崩 109

その他利益剰余金からその他資
本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） △ 12,441 0 49 △ 4,926 △ 17,318 38 △ 127 △ 17,407

△ 12,441 0 49 △ 4,926 △ 17,318 38 △ 127 △ 11,548

52,614 0 4,400 415 57,430 76 4,161 229,434

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

第98期 
平成27年４月 1日から

平成28年３月31日まで

 

その他の包括利益累計額

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

株主資本

 連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類の作成方針 

（1）連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等    ４社 

子会社 

          名古屋ビジネスサービス  株式会社 

子法人等 

株式会社  名古屋リース 

          株式会社  名古屋カード 

          株式会社  名古屋エム・シーカード 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行

令第４条の２に基づいております。 

② 非連結の子会社及び子法人等 

あいち・じもと農林漁業成長応援ファンド投資事業有限責任組合 

 非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合

う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合

う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外して

おります。 

（2）持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  －社 

② 持分法適用の関連法人等          －社 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

あいち・じもと農林漁業成長応援ファンド投資事業有限責任組合 

 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、

利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、

持分法の対象から除いております。 

④ 持分法非適用の関連法人等         －社 

（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日    ４社 
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会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）によ

り行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定

額法）、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困

難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお

ります。  

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物

（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年～50 年 

その他  ４年～20 年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数

に基づき、主として定額法により償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主

として５年）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産

は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額

については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して

おります。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成 24 年７月４

日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定

期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しており
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ます。 

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処

分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実

績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

(6) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

(7) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給

見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

(8) 役員退職慰労引当金の計上基準 

連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支

払いに備えるため、役員退職慰労金の内規に基づく当連結会計年度末支給見込額を計

上しております。 

(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求

に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計

上しております。 

(10) 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、貸出金等に係る信用保証協会の保証についての責任共有制度に

よる将来の負担金支払に備えるため、過去の貸倒実績等を勘案して必要と認められる

額を計上しております。 

(11) 利息返還損失引当金の計上基準 

   利息返還損失引当金は、連結される子会社及び子法人等が利息制限法の上限金利を

超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を勘案し、返還見込

額を合理的に見積計上しております。 

(12) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰 

属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び 

数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（13年）

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（13年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理 

   なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の
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計算に、退職給付に係る当連結会計年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。 

(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による円換算

額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日

等の為替相場により換算しております。 

(14) リース取引の処理方法 

（貸手側） 

 ①所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４

月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第 13 号 平成 19 年３月 30 日）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号 平成 23 年３月 25 日）第 81 項に基

づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額

（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しており、残存

期間においては、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分しております。 

 なお、企業会計基準適用指針第 16 号第 80 項を適用した場合に比べ、税金等調整前

当期純利益は８百万円増加しております。 

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益計上基準については、リース

料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

(15) 重要なヘッジ会計の方法 

 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法

は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）に規定す

る繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

(16) 消費税等の会計処理 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下、「企業

結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成

25 年９月 13 日。以下、「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成 25 年９月 13 日。以下、「事業分離等会計基準」という。）等を当
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連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社及び子法人等に対する当行の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結

会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以

後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見

直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算種類に反映させる方法に変更いたしま

す。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58-２項（４）、連結会計基

準第 44－５項（４）及び事業分離等会計基準第 57-４項（４）に定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 

 この結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は１億 64 百万円減少しております。

また、当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は１億 64 

百万円増加しております。 

 

未適用の会計基準等 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28

年３月 28 日） 

（１）概要 

 本適用指針は、主に日本公認会計士協会 監査委員会報告第 66 号「繰延税金資産の回収

可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能

性に関する指針について基本的にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたもの

です。 

（２）適用予定日 

 当行は、当該適用指針を平成 28 年４月１日に開始する連結会計年度の期首から適用する

予定であります。 

（３）当該会計基準等の適用による影響 

 当該適用指針の適用による影響は、評価中であります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の出資金を除く）0 百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,526百万円、延滞債権額は47,664百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計

上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホ

までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり

ます。 
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３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は27百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月

以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は13,760百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額

は62,979百万円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき

金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷

付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる

権利を有しておりますが、その額面金額は、41,308百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券 50,418百万円 

その他資産 20百万円 

担保資産に対応する債務  

預金 

債券貸借取引受入担保金 

16,790百万円 

18,488百万円 

借用金 4,604百万円 

なお、有価証券のうち31,984百万円につきましては預金及び手形交換等の取引の共通

担保として差し入れております。 

上記のほか、内国為替決済等の取引の担保として、有価証券66,484百万円を差し入れ

ております。 

また、その他資産には、保証金は650百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の

申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額

まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残

高は、727,776百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時

期に無条件で取消可能なもの）が716,291百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実

行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及

び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができ

る旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証
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券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づ

き顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお

ります。 

９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   

平成 10 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第

３号に定める土地課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整

を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時

価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 8,878 百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 32,960 百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,750 百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ

る社債に対する保証債務の額は 13,316 百万円であります。 

13．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額

はありません。 

14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額

はありません。 
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（連結損益計算書関係） 

１.「その他の経常収益」には、株式等売却益677百万円及び偶発損失引当金戻入益611

百万円を含んでおります。 

２.「営業経費」には、給料・手当18,311百万円を含んでおります。 

３.「その他の経常費用」には、貸出金償却５百万円、株式等売却損53百万円、株式等

償却４百万円及び睡眠預金払戻損失引当金繰入額69百万円を含んでおります。 

４. 当行グループは、次の資産について減損損失を計上しております。 

 

地域  愛知県東海市内、大府市内、津島市内 

主な用途  営業用店舗３か所 

種類及び減損損失  
土地 236 百万円、その他の有形固定資産 14 百万円：

合計 250 百万円 

   

当行は、管理会計上の最小区分である営業店単位でグルーピングを行っておりま

す。一般会社に賃貸している部分は、賃貸ビル単位でグルーピングを行っておりま

す。連結される子会社及び子法人等は、継続的に損益の把握を実施している単位に

よりグルーピングを行っております。また、遊休資産については各々１つの単位と

して取扱っております。 

減損損失を計上した営業用店舗については、営業キャッシュ・フローの低下及び地

価の下落等により投資額の回収が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し当該減少額 250 百万円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。 

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価

額は不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

                               （単位：千株） 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 22 千株は、単元未満株式の買取りによる増

加であり、減少 10 千株は、株式報酬型ストック・オプションの行使による７千株

及び単元未満株式の売渡しによる２千株の減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当連結会計年

度期首株式数 

当連結会計年

度増加株式数

当連結会計年

度減少株式数

当連結会計年

度末株式数 

摘要 

発行済株式    

普通株式 205,054 － － 205,054  

合 計 205,054 － － 205,054  

自己株式    

 普通株式 7,961 22 10 7,974 (注） 

合 計 7,961 22 10 7,974  

区分 
新株予約権

の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高 

（百万円） 

 

 

摘要当連結会

計年度 

期首 

当連結会

計年度 

増加 

当連結会

計年度 

減少 

当連結会

計年度末 

当行 

 

ストック・

オプション

としての新

株予約権 

 

 
    

76 

 

     

合計  76  
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３．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 

(決議) 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

１株当

たり配

当額 

基準日 効力発生日 

平成 27 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 689 百万円 3.50 円 平成 27年３月 31日 平成 27 年６月 29 日

平成 27 年 11 月 10 日 

取締役会 
普通株式 689 百万円 3.50 円 平成 27年９月 30日 平成 27 年 12 月７日

合計  1,379 百万円   

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度

の末日後となるもの 

(決議) 
株式の種

類 

配当金の

総額 
配当の原資

１株当

たり配

当額 

基準日 効力発生日 

平成 28 年６月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 689 百万円 利益剰余金 3.50 円

平成 28 年３月

31 日 

平成 28 年６月

27 日 

なお、上記については、平成 28 年６月 24 日開催の定時株主総会の議案として上程する予

定であります。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、預金業務、融資業務及び市場運用業務を行っております。 

主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による

不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を実

施しております。その一環として、デリバティブ取引も行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金

及び有価証券であります。 

貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があり

ます。 

有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、純投資目的及び事業推進目的で保有

しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価

格の変動リスクに晒されております。 

また、外貨建有価証券については、外貨預金及び市場調達による外貨調達に見合った

額で外貨建の債券を購入しており、為替リスクを回避しております。 

一方、金融負債は、主としてお客さまからの預金であり、流動性リスクに晒されてお

ります。 

なお、貸出金等の資産と預金等の負債には、金利又は期間のミスマッチが存在してお

り、金利の変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引には、金利スワップ取引、先物為替予約取引等があります。当行グ

ループは、ＡＬＭの一環として、預金・貸出金に関わる金利の変動リスクを回避するた

め、また、お客さまの為替変動リスク回避のニーズに対応するためのヘッジ手段として

デリバティブ取引を利用しております。ヘッジ会計による具体的な会計処理に関しては、

当該ヘッジ取引が、相場変動を相殺するもの、キャッシュ・フローを固定するものにつ

いての区別、事前テスト及び事後テストについて明確に定めた上で実施しております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たしていない取引は、為替及び金利の変動リスクに晒され

ております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当行グループは、与信業務運営に関する基本的な考え方等を定めた「クレジットポ

リシー」及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごと

の与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権へ

の対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、

各営業部店のほか融資部により行われ、また、定期的に経営陣による常務会や取締役

会を開催し、審議・報告を行っております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリス

クに関しては市場営業部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理

24



 

 

しております。 

②市場リスクの管理 

（ｲ）金利リスクの管理 

当行グループは、金利の変動リスクについて総合的に把握・管理し、適切なＡＬ

Ｍを遂行する目的で、ＡＬＭ委員会を設置しております。ＡＬＭ委員会規約では、

リスク管理方法や手続き等を定めるとともに、取締役会において決定されたＡＬＭ

に関する運営方針に基づきＡＬＭ委員会を運営し、取締役会において実施状況の把

握・確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には内部統括部において

金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析

などによりモニタリングを行い、月次ベースでＡＬＭ委員会及び取締役会に報告し

ております。なお、ＡＬＭにより、金利の変動リスクを回避するための金利スワッ

プ取引も行っております。 

（ﾛ）為替リスクの管理 

当行グループは、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理するととも

に、対顧客取引における為替変動リスクを回避するため先物為替予約取引を行って

おります。 

（ﾊ）価格変動リスクの管理 

有価証券を含む投資商品の保有については、常務会での有価証券運用計画に基づ

き、取締役会の監督の下、市場リスク管理基本規程に従い行われております。この

うち、市場営業部では、外部からの投資商品の購入も行っており、事前審査、投資

限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図

っております。また、経営企画部が主管している株式の多くは、事業推進目的で保

有しているものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしており

ます。これらの情報は、常務会において定期的に報告されております。 

（ﾆ）デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行及び事務管理、ヘッジ有効性の評価に

関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立させております。 

（ﾎ）市場リスクに係る定量的情報 

（ⅰ）トレーディング目的の金融商品 

当行グループにおいて、「商品有価証券」のうちの売買目的有価証券として保有

している金利関連に関するＶａＲの算定にあたっては、ヒストリカル・シミュレ

ーション法（保有期間 120 営業日・信頼区間 99%、観測期間 1,200 営業日）を採

用しております。 

平成 28 年３月 31 日現在で当行グループのトレーディング業務の市場リスク量

（損失額の推計値）は－百万円です。 

（ⅱ）トレーディング目的以外の金融商品 

当行グループにおいて、主要なリスク変数である市場リスクの影響を受ける主

たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券」の債券・株式・投資信託、「銀行業にお

ける預金」、「デリバティブ取引」のうちの金利スワップ取引であります。これら

の金融資産及び金融負債についてのＶａＲの算定にあたっては、ヒストリカル・
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シミュレーション法（保有期間 120 営業日・信頼区間 99%、観測期間 1,200 営業

日）を採用しております。 

平成 28 年３月 31 日（当期の連結決算日）現在で当行のバンキング業務の市場

リスク量（損失額の推計値）は、以下の通りです。 

 市場リスク量（ＶａＲ）

純投資有価証券(＊１) 10,640 百万円

政策株式 18,914 百万円

預貸金等（＊２） 5,624 百万円

（＊１）純投資有価証券：円貨債・外貨債・純投資株式・投資信託・店頭オプシ

ョン 

（＊２）預貸金等：預金・譲渡性預金・貸出金・ＡＬＭヘッジ目的の金利スワッ

プ・コールローン・預け金・新株予約権付社債等 

（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報に関する事項についての補足説明 

当行グループでは、計測システムが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバ

ックテスティングを実施して、使用する計測モデルの有効性を検証しております。 

なお、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率で

の市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する

状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、安定した資金繰りを最優先に考え、適時に資金管理を行うほか、

資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、

流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を

採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 28 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等

は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、重要性が乏しい科目については、

記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対

照表計上額
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 

(2) コールローン及び買入手形 

(3) 商品有価証券 

  売買目的有価証券 

(4) 有価証券 

その他有価証券 

(5) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

242,670

2,871

―

967,178

2,241,953

△12,041

242,670 

2,871 

 

― 

 

967,178 

 

 

―

―

―

―

2,229,912 2,253,954 24,042

資産計 3,442,632 3,466,674 24,042

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) コールマネー及び売渡手形 

(4) 債券貸借取引受入担保金 

(5) 借用金 

(6) 新株予約権付社債 

3,142,939

56,763

10,141

18,488

26,526

11,268

3,144,592 

56,783 

10,141 

18,488 

26,562 

11,176 

1,652

20

―

―

36

△91

負債計 3,266,127 3,267,745 1,618

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

796 

12 

 

796  

12  

―

―

デリバティブ取引計 808 808  ―

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合

計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金及び約定期間が短期間（１年以内）の預け金については、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が 1 年

超の預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想

定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。 
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(2) コールローン及び買入手形 

約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。 

(3) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、日本証券業協

会等が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

(4) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会等が公表する価格又は取引金融機関から

提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっており

ます。 

私募債は、見積将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートに信用スプレッド等を

加算した金利で割り引くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻

先及び破綻懸念先が発行したものについては、見積将来キャッシュ・フローの現在価値

又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて時価を算定しております。 

(5) 貸出金 

貸出金のうち約定期間が短期間（１年以内）の商業手形、手形貸付、当座貸越につい

ては、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なってい

ない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。証書貸付については、見積将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートに信用ス

プレッド等を加算した金利で割り引いて時価を算定しているほか、貸出金の種類によっ

ては新規貸出を行った場合に想定される利率を割引金利として時価を算定する場合も

あります。なお、仕組貸出金については、上記の時価にオプション価格計算モデル等に

より算出した価額を考慮して時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャ

ッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高

を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から

貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設

けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近

似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

 

 

負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

円貨要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、円貨定期預金ならびに譲渡性預金の時価は、一定の期間

ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。

その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。 

なお、外貨預金については、全て約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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(3) コールマネー及び売渡手形 

  約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。 

(4) 債券貸借取引受入担保金 

  約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。 

(5) 借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並び

に連結される子会社及び連結子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないこと

から、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としてお

ります。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計

額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。な

お、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(6) 新株予約権付社債 

  当行の発行する新株予約権付社債の時価は、市場価格によっております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（為替予約、通

貨スワップ等）であり、割引現在価値等により算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次

のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)その他有価証券」には含まれており

ません。 

（単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(＊１) (＊２) 2,442 

② 組合出資金(＊３) 111 

合  計 2,553 

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２） 当連結会計年度において、非上場株式について４百万円減損処理を行っており

ます。 

（＊３） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困

難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはして

おりません。 
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内 

１年超 

３年以内

３年超 

５年以内

５年超 

７年以内

７年超 

10 年以内 
10 年超

預け金 208,149 ― ― ― ― ―

コールローン及び買

入手形 
2,871 ― ― ― ― ―

有価証券  

その他有価証券の

うち満期があるも

の(＊１) 

136,361 189,428 272,135 120,968 101,168 4,508

貸出金(＊２) 687,558 439,214 287,440 164,275 208,399 405,874

合 計 1,034,940 628,643 559,575 285,243 309,568 410,382

（＊１）有価証券は、元本についての償還予定額を記載しており、連結貸借対照表価額と

は一致しません。 

（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額

が見込めない 49,191 百万円は含めておりません。 

 

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内

１年超 

３年以内

３年超 

５年以内

５年超 

７年以内

７年超 

10 年以内 
10 年超

預金(＊) 2,879,561 186,448 75,438 690 800 ―

譲渡性預金 

コールマネー及び売

渡手形 

56,763

10,141

―

―

―

―

―

―

― 

 

― 

―

―

借用金 12,461 9,965 4,100 ― ― ―

新株予約権付社債 ― ― 11,268 ― ― ―

合 計 2,958,927 196,413 90,806 690 800 ―

（＊） 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
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（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

１．売買目的有価証券（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

３．その他有価証券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照

表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

株式 110,071 48,500 61,570 

債券 711,794 700,022 11,771 

国債 192,398 188,402 3,995 

地方債 108,831 106,814 2,017 

社債 410,563 404,804 5,758 

その他 99,267 97,352 1,914 

小計 921,132 845,875 75,257 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

株式 2,740 3,022 △281 

債券 16,309 16,332 △22 

国債 ― ― ― 

地方債 1,446 1,447 △0 

社債 14,863 14,884 △21 

その他 26,995 27,777 △782 

小計 46,045 47,131 △1,086 

合計 967,178 893,006 74,171 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成27年４月１日 至 平成28

年３月31日） 

該当事項はありません。 
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５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３

月31日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 1,781 404 53 

債券 143,705 726 114 

国債 66,342 307 24 

地方債 15,747 37 0 

社債 61,616 381 89 

その他 14,189 66 97 

合計 159,676 1,197 265 

６．保有目的を変更した有価証券 

  該当事項はありません。 

７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）

のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照

表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、２百万円（うち、その他２百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて30%

以上下落したものとしております。 

減損処理にあたり、時価のある銘柄は、連結会計年度末日における時価の取得原価に対

する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理しております。 

下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復可能性を検討し、時価の下落が一時

的で、概ね１年以内に取得原価に近い水準まで時価が回復することを合理的な根拠をもっ

て予測できる場合を除き、すべて減損処理しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在） 

    該当事項はありません。 

２．満期保有目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成28年３月31日現在） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部

を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平

成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われること

となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効

税率は従来の32.0％から、平成28年４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月

１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7％に、平成

30年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

30.5％となります。この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除し

た金額)は847百万円減少し、その他有価証券評価差額金は1,059百万円増加し、退職給

付に係る調整累計額は８百万円増加し、法人税等調整額は221百万円増加しております。 

また、再評価に係る繰延税金負債は158百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加し

ております。 

 

（１株当たり情報） 

 １株当たりの純資産額 1,142 円 66 銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 35 円 37 銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 28 円 86 銭 
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